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みやざき介護医療院 

『重要事項説明書』 

 令和７年４月１日 改定 

１．事業者の概要 

事業者の名称 医療法人社団 高信会 

法 人 所 在 地 宮崎県宮崎市高岡町飯田２０８９番地１ 

法 人 種 別 医療法人社団 

代 表 者 氏 名 辰元 信 

電 話 番 号 ０９８５－８２－３５３１ 

 

２．利用施設名称 

施 設 の 名 称 医療法人社団 高信会 みやざき介護医療院 

施設の所在地 宮崎県宮崎市高岡町内山２４２０番１ 

施 設 長 名 辰元 信 

電 話 番 号 ０９８５－８２－３５３１ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０９８５－８２―３６３２ 

 

３．利用施設で併せて実施する事業 

事業所の種類 
宮崎県知事の事業者指定 

利用定員 
指定年月日 指定番号 

施設 介護医療院 令和 2 年 4 月 1 日 ４５B ０１０００１９ 57 名 

 

４．事業の目的及び運営方法 

◇事業の目的 

介護医療院とは、「医療の必要性のある要介護者の長期療養生活施設」として創設された介護

保険施設です。「日常的な医学管理」や「看取り、ターミナルケア」等の医療機能と、「生活施設」

としての機能を兼ね備えた施設です。利用者の意志及び人格を尊重し、常にご本人の立場に立っ

て施設サービスを提供するほか、地域や家庭との結びつきを重視します。 

 

◇運営方針 

  長期に渡り療養が必要な要介護状態にある利用者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養

上の管理、看護、医学的管理の下における介護及びリハビリテーション、その他必要な医療並び

に日常生活上の世話を行います。それにより利用者が有する能力に応じ、可能な限り自立した日

常生活が営むことができるよう支援します。 
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５．施設の概要 

（１）居 室 （利用定員５７名） 

 室 数  

従来型個室 １人部屋 4 室 １F： 1 室（1 名）  ２F：3 室（3 名） 

多床室 
２人部屋 19 室 １F：11 室（22 名） ２F：8 室（16 名） 

３人部屋 5 室 ２F：5 室（15 名） 

機能訓練室（病院共用) 1 室   

食堂兼談話室 2 室 １F と２F に各 1 ヶ所 

多目的トイレ 2 室 ２F に 1 ヶ所 

浴室 2 室 １F：専用 ２F：共用 一般浴槽と特殊浴槽あり 

ナースステーション 2 ヶ所 １F と２F に各 1 ヶ所 

 

６．職員体制 

当院では医療法および介護保険法に基づき下記のとおり人員配置を行っております。 

職員の職種 指  定  基  準 

医   師 入所者数 48 名につき 1 名以上（併設医療機関含む） 

薬  剤  師 入所者数 150 名につき 1 名以上 

看  護  職  員 入所者数 6 名につき 1 名以上  

介  護  職  員 入所者数 4 名につき 1 名以上 

理  学  療  法  士 機能回復・維持のためリハビリテーション等を行なう適当数 

管  理  栄  養  士 入所者数 150 名につき１名以上（併設医療機関含む） 

介 護 支 援 専 門 員 1 名以上 

そ  の  他 診療放射線技師、調理員、事務員、その他の従事者が介護医療院の実情

に応じた人員配置がされています。 

 

７．施設保険給付サービス 

（１）介護保険給付サービス 

種  類 内  容 

医療・看護 

・医師による医学的管理の下、24 時間体制での看護を行います。 

・利用者の状況に合わせた医療、看護を提供します。 

・原則として他の医療機関で治療を受けることは出来ません。ただし当施設（辰元

病院含む）で行うことの出来ない検査、処置、治療が必要になった場合には他の

医療機関を紹介することもあります。 

食  事 

・管理栄養士の立てる献立表により、栄養と身体状況に配慮した食事を提供します。 

・身体の状況に合わせ、できるだけ離床して食べていただけるように配慮します。 

・ただし、ご本人の障害状態や麻痺などによる嚥下（飲み込む力）などにより、 

食事の形態は施設の方で配慮させていただきます。 

（食事時間） 

朝食  ８：００～ 昼食 １２：００～ 夕食 １７：２０～ 

※ ただし個別の状況によって、前後することはあります。 
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排  泄 

・利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うと共に、排泄の自立についても適切

な援助を行います。 

・ただし、排泄が困難な場合などはオムツを使用させていただく場合があります。 

入  浴 
・年間を通じて週２回の入浴または体調によっては清拭を行います。 

・寝たきり等で座位のとれない方は、機械を用いての入浴も可能です。 

離床、着替え 

整容等 

・寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 

・個人としての尊敬に配慮し、適切な整容が行われるよう援助をします。 

・シーツ交換は適時（定期では週 1 回）行います。 

機能訓練 

・医師による指示の下、理学療法士が利用者の状況に適した機能訓練を行います。

利用者が日常生活を送るのに必要な機能の回復、または身体機能の低下を防止す

るよう努めます。 

口腔衛生管理 

及び口腔ケア 

・当施設担当医及び歯科医師の指示、指導の下、誤嚥性肺炎や口腔疾患を予防し、

口腔機能を維持するためケアを行います。 

相談及び援助 
・当施設は、利用者および家族からの相談についても誠意をもって応じ、可能な限

り必要な援助を行うように努めます。 

認知症を有す 

る利用者への 

対応 

・徘徊や不潔行為、暴力行為などの認知症周辺症状による問題行動等が見られる 

利用者については、本人並びに他利用者の安全性を最優先するとともに、事故な

どの生じないような予防策を講じることがあります。 

具体的には、一時的なやむを得ない抑制など、利用者並びにその家族にあらかじ

め説明同意の上に実施する場合があります。また、生命または身体を保護するた

めに緊急やむを得ない場合には、予告なしに行うこともあります。 

 

（２）介護保険給付外有料サービス 

サービスの種類 内   容 

理髪・美容 
・ご希望の方はお声掛け下さい。 

 ※ 理美容師出張サービスは実費負担となります。 

金銭管理 
・特別な事情により、自らの手による金銭管理が困難な場合のみ金銭管理サービス

をご利用いただけます。 

 

 

８．利用料  

（１）法定給付【介護保険給付対象サービス『Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)』】 

区  分 利 用 料 

法定代理受領の場合 
介護報酬の告示上の額 

施設介護サービス費・特定診療費の負担割合に応じた負担額 

法定代理受領でない場合 
介護報酬の告示上の額 

施設介護サービス費の１０割 
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（２）居住費及び食費の自己負担額 

【基準費用額】  

利用者負担段階 日 数 
居住費 

食 費 
従来型個室 多 床 室 

第 ４ 段 階 １日 １，７２８円 ４３７円 １，７６０円 

＊令和 6 年 8 月より、居住費がそれぞれ 1 日あたり 60 円引き上げられます。 

【自己負担限度額】※但し、一定額を超える預貯金等ある場合は対象外になる場合あり 

利用者負担段階 日 数 
居住費 

食 費 
従来型個室 多 床 室 

第 １ 段 階  １日   ５５０円   ０円   ３００円 

第 ２ 段 階 １日   ５５０円 ４３０円   ３９０円 

第 ３ 段 階 ① １日 １，３７０円 ４３０円   ６５０円 

第 ３ 段 階 ② １日 １，３７０円 ４３０円 １，３６０円 

＊令和 6 年 8 月より、居住費がそれぞれ 1 日あたり 60 円引き上げられました。ただし第 1 段階

多床室については据え置かれます 

＊このほか、特別な室料（差額室料）がかかる場合があります。 

 

（３）その他の経費（以下の価格分に関してはすべて税込価格です）  

・特別な室料 特別室：１日 ３，３００円 個室：１，６５０円  

・洗濯代      ：１月 ６，６００円（委託した場合） 

           ＊月途中の場合は日割り計算になります。 

・日常生活品の購入 ：購入依頼のあった品物を購入するのに要した金額の実費 

・特別な食事    ：要した費用の実費 

 

※日常的な医療とは別に必要になった特別な医療については、医療保険の対象となります。 

 辰元病院で行う胃瘻交換、酸素投与が必要な方への酸素投与も該当します。 

その場合は医療保険における自己負担額をお支払いいただきます。 

また、他医療機関受診による治療もこれに該当します。 

 

（４）支払い方法 

 

入所費等は１ヶ月毎に請求します。毎月１０日に前月分の請求書を発行しますので、その月の 

月末までにお支払い下さい。お支払いいただいた後に領収書を発行いたします。 

  ※ お支払い方法は「①現金」「②銀行振込み」「③＊口座引落し」の方法があります。 

    なお、③＊口座引落しについては、手続きが必要です。窓口でお問い合わせください。 

  ※ 入所費用に関する請求書は、紛失の恐れもあり病室へお持ちしておりません。 

※ 金額の確認は受付窓口、もしくはお電話でお問い合わせ下さい。 

   

（受付時間 月～金曜日：９時～１８時、土曜日：９時～１８時） 

        ☆日曜・祝祭日の受付業務は行っておりません。 
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９．協力医療機関 

医療機関 
病院名 

 医療法人社団 高信会 辰元病院 

（診療科）内科・循環器内科・リハビリテーション科・放射線科 

入院施設  あり ３８床 

 

１０．協力歯科医療機関 

名称等 

 清水歯科医院 

 （住所）宮崎市高岡町五町 185 番地 1  （電話番号）0985－82－3777 

 聖歯科医院 

 （住所）宮崎市高岡町下倉永 255 番地 1（電話番号）0985－30－9331 

 

１１．苦情等申立先 

＊サービスに関する相談や苦情は、次の窓口で対応いたします。 

当施設ご利用相談室 

窓口担当者：相  談  員 佐藤満春 

介護支援専門員 白木多恵 

看 護 師 長 岩元育美  

利用日時：月曜日～金曜日 9：00～18：00 

利用方法：電話 ０９８５－８２－３５３１（代） 

＊意見箱も各病棟に設置しております。 

＊公的機関においても、次の機関に対して苦情の申し立てが出来ます。 

宮崎県国民健康保険 

  団体連合会（国保連） 

宮崎市下原町 231 番地１ 

利用時間 8：30～17：15（平日） 

電話 ０９８５―３５－５３０１ 

宮崎市 介護保険課 

宮崎市橘通西１丁目１番１号 

利用時間 8：30～17：15（平日）※窓口は 9：15～16：30 

電 話 ０９８５―２１－１７７７ 

総合支所 

高岡 
宮崎市高岡町内山 2887 番地 

電 話 ０９８５―８２－１１１１ 

田野 
宮崎市田野町甲 2818 番地 

電 話 ０９８５―８６－１１１１ 

清武 
宮崎市清武町西新町１番地１ 

電 話 ０９８５―８５－１１１１ 

佐土原 
宮崎市佐土原町下田島 20600 番地 

電 話 ０９８５―７３－１１１１ 

国富町 保健介護課 
国富町大字本庄 4800 番地 

電 話 ０９８５―７５－９４２３ 

綾町 福祉保健課 
綾町大字南俣 515 番地 

電 話 ０９８５―７７－１１１４ 

その他、各市町村 各介護保険担当窓口にお問い合わせ下さい。 
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１２．事故発生時の対応 

 ①介護サービス提供にあたって事故が発生した場合は、速やかにご家族等に連絡を行うとと

もに必要な措置を行います。 

②事故の状況及び事故に際してとった処置について記録を行い、事故の原因を解明し、再発

を防ぐために対策を講じます。 

③サービスの提供により、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場

合は、賠償責任保険内において、賠償する責任を負うものとします。自己の責に帰すべき

事由がない限り、賠償責任を負いません。 

 

１３．非常災害時の対策 

非常時の対応 別途定める「消防計画」にのっとり対応を行います。 

近隣との協力関係 高岡町消防団による、非常時の相互の応援を約束しています。 

平常時の訓練等 

別途定める「消防計画」にのっとり年２回夜間および昼間を想定した避難

訓練を、実施します。 

カーテンや布団等は防煙性能のあるものを使用しております。 

消防計画等 
消防署への届出 

防火管理者 あり 

管理宿直者 夜間業務時間帯 １８：００～２４：００ 

 

１４．当施設ご利用の際に留意いただく事項 

面会時間 
９：００～２１：００  ※面会制限させていただくこともあります。 

（面会は予約制です。その都度面会簿にご記入ください。） 

外泊・外出 
外泊・外出の際には必ず行き先と帰宅時間を「外出・外泊届（別途様式）」

に記載の上、職員に申し出てください。主治医の許可を要します。 

居室、設備等の利用 
施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに

反した利用により破損等が生じた場合、弁償していただく事もあります。 

迷惑行為等 
騒音等、他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。 

また、むやみに他利用者の居室等に立ち入らないでください。 

喫煙 敷地内、施設内ともに禁煙です 

宗教活動・販売 宗教活動や勧誘、販売等は固くお断りします。 

所持品の管理 

入所日に所持品チェックを利用者又はそのご家族の立会の上で行います。

貴重品の管理は出来ませんが、日常生活に必要な物については、責任を持

って管理いたします。 

衣替えの時期になりましたら必要な衣類をご家族の方でご用意ください。

お持ちになった場合は必ず職員にお知らせ下さい。 

 

 

 

 

 



 7 

１５．施設を退所していただく場合（契約の終了について） 

   当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。 

従って、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、

仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当施設との契約は終了し利用者に退所

していただくことになります。 

 

①要介護認定により利用者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合。 

②事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により施設を閉鎖した場合。 

③施設の滅失や重大な瑕疵により、利用者に対するサービスの提供が不可能になった場合。 

④当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合。 

⑤利用者側から退所の申し出があった場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

⑥事業者から退所の申し出を行った場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

 

（１）利用者側からの退所の申し出（中途解約・契約解除） 

   契約の有効期間であっても、利用者側から当施設からの退所を申し出ることができます。

その場合には、退所を希望する日の７日前までに事業者に通知するものとします。ただし、

以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退所することができます。 

  

①介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合。 

 ②事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合。 

 ③事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご利用者の身体・財物・信用等を傷つ

け、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。 

 

（２）事業者からの申し出により退所していただく場合（契約解除） 

以下の事項に該当する場合には、当施設から退所していただくことがあります。 

 

①利用者、またはその身元引受人ないしご家族等が、契約締結後にその心身の状況及び病歴等

の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続

しがたい重大な事情を生じさせた場合。 

②利用者、またはその身元引受人ないしご家族等による、サービス利用料金の支払いが１カ月

以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合。 

③利用者、またはその身元引受人ないしご家族等が、故意又は重大な過失により事業者又はサ

ービス従事者、もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不

信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。 

④利用者が他の介護保険施設に入所した場合。 
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１６．身体的拘束等の適正化に関する事項 

 原則的に身体的拘束は行いません。ただし、本人並びに他の入所者の安全を最優先す

るとともに、危険防止等のために家族の了解を得た上で身体拘束をすることがあります。 

また、自傷他害の恐れがあるなど緊急やむを得ない場合には、施設管理者または担当

医師が判断したうえで、身体拘束及びその他入所者の行動を制限する行為を行うことが

あります。その場合にはその態様及び時間、その際の入所者の心身の状況、緊急やむを

得なかった理由をご家族等に説明し、同意を得たうえで診療録に記載することとします。 

 

１７．虐待の防止のための措置に関する事項 

     高齢者虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、高齢者虐待防止法の理念

に基づき高齢者の尊厳の保持、人格の尊重を重視し、高齢者虐待の防止とともに高齢者

虐待の早期発見・早期対応に努めます。 

 

１８．介護ロボットや ICT 等のテクノロジーの活用 

    利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討し、

必要な安全対策を講じます。見守り機器はすべての居室に設置します。ご本人もしくご家

族等に対し、入所時等に説明したうえで意向の確認を行い同意を得るものとします。 

 

１９．その他、留意事項 

１） 高齢の入所者はいつ病状が悪化（急変）するか判りません。その際個室対応が必要な

場合で、本人の安全確保後の事後報告になることがあります。また、やむを得ない理由

（感染症・精神症状等）で個室対応をさせていただく場合や、その他病状等によっては

ﾅｰｽｽﾃｰｼｮﾝ近くの病室での対応もあります。様々な理由により、急な病室の移動が考えら

れ、お一人を移動すると数名の利用者の移動が必要になる場合があります。 
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個人情報保護方針 

  

当施設は、個人の権利・利益を保護するために、個人情報を適切に管理することを社会的責務

と考えております。個人情報保護に関する方針を以下のとおり定め、職員及び関係者に周知徹底

を図り、これまで以上に個人情報保護に努めます。 

 

１．個人情報の収集・利用・提供 

個人情報を保護・管理する体制を確立し、適切な個人情報の収集、利用および提供に関する内部規則

を定め、これを遵守します。  

 

２．個人情報の安全対策 

個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩などに関する万全の

予防措置を講じます。万一の問題発生時には速やかな是正対策を実施します。  

  万が一、個人データ等の漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれがあるときは、個人情報

保護委員会への報告及び本人への通知を行います。 

 

３．個人情報の確認・訂正・利用停止 

当該本人（入所者）等からの内容の確認・訂正あるいは利用停止を求められた場合には、別に定

める内部規則により、調査の上適切に対応します。 

 

４．個人情報に関する法令・規範の遵守 

  個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守します。 

 

５．教育および継続的改善 

個人情報保護体制を適切に維持するため、職員の教育・研修を徹底し、内部規則を継続的

に見直し、改善します。  

 

６．診療情報の提供・開示 

  診療情報の提供・開示に関しては、別に定めます。 

 

７．問い合わせ窓口 

  個人情報に関するお問い合わせは、各部署責任者または以下の窓口をご利用下さい。 

  個人情報保護相談窓口 ケアマネ・相談員室 

 

 

 

令和２年４月１日施行 

令和６年４月１日改定 
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個人情報の利用目的 

 

「みやざき介護医療院で」は、利用者の尊厳を守り、安全に配慮するよう努めてまいります。 

お預かりしている個人情報について、利用目的を以下の通り定めます。 

 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

～介護医療院内部での利用目的～ 

 ・当施設が利用者等に提供する介護医療院サービス 

 ・介護保険事務 

 ・介護医療院サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち 

  ①入退所等の管理 

  ②会計・経理 

  ③事故等の報告 

  ④当該利用者の介護、医療サービスの向上 

 

～他の事業者等への情報提供に伴う利用目的～ 

 ・当施設が利用者等に提供する介護医療院サービスのうち 

  ①他の病院、診療所、助産院、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との

連携。 

  ②他の医療機関等からの照会への回答 

  ③利用者の診療等にあたり、外部の医師等の意見、助言を求める場合 

  ④検体検査業務の委託、その他の業務委託 

  ⑤ご家族等への心身の状況説明 

 ・介護保険業務のうち 

  ①保険事務の委託 

  ②審査支払機関へのレセプト提出 

  ③審査支払機関、または保険者からの照会への回答 

 ・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談または届け出等 

 

【上記以外の利用目的】 

～当施設の内部での利用に係る利用目的～ 

 ・当施設の運営業務のうち 

  ①医療介護サービスや業務の維持、改善のための基礎資料 

  ②当施設において行われる学生の実習への協力 

  ③当施設において行われる事例研究 

 

～他の事業者等への情報提供に係る利用目的～ 

 ・当施設の管理運営業務のうち 

  ①外部監査機関への情報提供 
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みやざき介護医療院サービス利用票    １割負担の方 

令和 6年 4月 1日 改定 

１．介護保険給付対象サービス 

ア）介護費用の自己負担額（要介護度に応じた施設介護サービス費の１割） 

    ※一定以上の所得のある方は 2割もしくは 3割負担になります。 

《従来型個室：１割負担》 単位：円 

要介護度 
単   価 

（１日当たり） 

月   額 

３０日の場合 ３１日の場合 

１   ７１１ ２１，３３０ ２２，０４１ 

２   ８２０ ２４，６００ ２５，４２０ 

３  １，０５５ ３１，６５０ ３２，７０５ 

４ １，１５５ ３４，６５０ ３５，８０５ 

５ １，２４５ ３７，３５０ ３８，５９５ 

《多 床 室：１割負担》 単位：円 

要介護度 
単   価 

（１日当たり） 

月   額 

３０日の場合 ３１日の場合 

１   ８２１ ２４，６３０ ２５，４５１ 

２   ９３０ ２７，９００ ２８，８３０ 

３ １，１６５ ３４，９５０ ３６，１１５ 

４ １，２６４ ３７，９２０ ３９，１８４ 

５ １，３５５ ４０，６５０ ４２，００５ 

★ただし、下記のように自己負担額の上限があります。              単位：円 

利用者負担 

第 １ 段 階 

・生活保護を受給している方 

・本人及び世帯（世帯を分離している配偶者を含む。以下同じ。）

全員が住民税非課税の方で老齢福祉年金の受給者。 

１５，０００ 

利用者負担 

第 ２ 段 階 

・本人及び世帯全員が住民税非課税で、かつ本人の合計所得と課 

税年金・非課税年金収入の合計が年額８０万円以下の方 
１５，０００ 

利用者負担 

第 ３ 段 階 

① 本人及び世帯全員が住民税

非課税で、かつ本人の合計所

得と課税年金収入の合計が 

年額８０万円超１２０万円以下の方 ２４，６００ 

② 年額１２０万円超の方 ２４，６００ 

利用者負担 

第 ４ 段 階 

・住民税課税 

～課税所得３８０万円（年収 約７７０万円）未満の方 
４４，４００ 

・課税所得３８０万円（年収 約７７０万円） 

  ～課税所得６９０万円（年収 約１，１６０万円）未満の方 
９３，０００ 

・課税所得６９０万円（年収 約１，１６０万円）以上の方 １４０，１００ 

＊但し、介護保険負担限度額認定証の提示が必要です 

＊各市町村介護保険課での申請が必要になります。 



 12 

２割負担の方 

令和 6年 4月 1日 改定 

１．介護保険給付対象サービス 

ア）介護費用の自己負担額（要介護度に応じた施設介護サービス費の２割） 

    ※一定以上の所得のある方は 2割もしくは 3割負担になります。 

《従来型個室：２割負担》 単位：円 

要介護度 
単   価 

（１日当たり） 

月   額 

３０日の場合 ３１日の場合 

１ １，４２２ ４２，６６０ ４４，０８２ 

２ １，６４０ ４９，２００ ５０，８４０ 

３ ２，１１０ ６３，３００ ６５，４１０ 

４ ２，３１０ ６９，３００ ７１，６１０ 

５ ２，４９０ ７４，７００ ７７，１９０ 

《多 床 室：２割負担》 単位：円 

要介護度 
単   価 

（１日当たり） 

月   額 

３０日の場合 ３１日の場合 

１ １，６４２ ４９，２６０ ５０，９０２ 

２ １，８６０ ５５，８００ ５７，６６０ 

３ ２，３３０ ６９，９００ ７２，２３０ 

４ ２，５２８ ７５，８４０ ７８，３６８ 

５ ２，７１０ ８１，３００ ８４，０１０ 

★ただし、下記のように自己負担額の上限があります。              単位：円 

利用者負担 

第 １ 段 階 

・生活保護を受給している方 

・本人及び世帯（世帯を分離している配偶者を含む。以下同じ。）

全員が住民税非課税の方で老齢福祉年金の受給者。 

１５，０００ 

利用者負担 

第 ２ 段 階 

・本人及び世帯全員が住民税非課税で、かつ本人の合計所得と課 

税年金・非課税年金収入の合計が年額８０万円以下の方 
１５，０００ 

利用者負担 

第 ３ 段 階 

① 本人及び世帯全員が住民税

非課税で、かつ本人の合計所

得と課税年金収入の合計が 

年額８０万円超１２０万円以下の方 ２４，６００ 

② 年額１２０万円超の方 ２４，６００ 

利用者負担 

第 ４ 段 階 

・住民税課税 

～課税所得３８０万円（年収 約７７０万円）未満の方 
４４，４００ 

・課税所得３８０万円（年収 約７７０万円） 

  ～課税所得６９０万円（年収 約１，１６０万円）未満の方 
９３，０００ 

・課税所得６９０万円（年収 約１，１６０万円）以上の方 １４０，１００ 

＊但し、介護保険負担限度額認定証の提示が必要です 

＊各市町村介護保険課での申請が必要になります。 
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３割負担の方 

令和 6年 4月 1日 改定 

１．介護保険給付対象サービス 

ア）介護費用の自己負担額（要介護度に応じた施設介護サービス費の１割） 

    ※一定以上の所得のある方は 2割もしくは 3割負担になります。 

《従来型個室：３割負担》 単位：円 

要介護度 
単   価 

（１日当たり） 

月   額 

３０日の場合 ３１日の場合 

１ ２，１３３ ６３，９９０ ６６，１２３ 

２ ２，４６０ ７３，８００ ７６，２６０ 

３  ３，１６５ ９４，９５０ ９４，９５０ 

４ ３，４６５ １０３，９５０ １０７，４１５ 

５ ３，７３５ １１２，０５０ １１５，７８５ 

《多 床 室：３割負担》 単位：円 

要介護度 
単   価 

（１日当たり） 

月   額 

３０日の場合 ３１日の場合 

１ ２，４６３ ７３，８９０ ７６，３５３ 

２ ２，７９０ ８３，７００ ８６，４９０ 

３ ３，４９５ １０４，８５０ １０８，３４５ 

４ ３，７９２ １１３，７６０ １１７，５５２ 

５ ４，０６５ １２１，９５０ １２６，０１５ 

★ただし、下記のように自己負担額の上限があります。              単位：円 

利用者負担 

第 １ 段 階 

・生活保護を受給している方 

・本人及び世帯（世帯を分離している配偶者を含む。以下同じ。）

全員が住民税非課税の方で老齢福祉年金の受給者。 

１５，０００ 

利用者負担 

第 ２ 段 階 

・本人及び世帯全員が住民税非課税で、かつ本人の合計所得と課 

税年金・非課税年金収入の合計が年額８０万円以下の方 
１５，０００ 

利用者負担 

第 ３ 段 階 

① 本人及び世帯全員が住民税

非課税で、かつ本人の合計所

得と課税年金収入の合計が 

年額８０万円超１２０万円以下の方 ２４，６００ 

② 年額１２０万円超の方 ２４，６００ 

利用者負担 

第 ４ 段 階 

・住民税課税 

～課税所得３８０万円（年収 約７７０万円）未満の方 
４４，４００ 

・課税所得３８０万円（年収 約７７０万円） 

  ～課税所得６９０万円（年収 約１，１６０万円）未満の方 
９３，０００ 

・課税所得６９０万円（年収 約１，１６０万円）以上の方 １４０，１００ 

＊但し、介護保険負担限度額認定証の提示が必要です 

＊各市町村介護保険課での申請が必要になります。 
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令和 6年 8月 1日 改定 

 

イ）居住費及び食事の自己負担額（令和 6年 8月 1日～） 

【基準費用額（日額）】                           

利用者負担段階 日 数 
居 住 費 

食 費  
従来型個室 多 床 室 

第４段階 

 １日  １，７２８円    ４３７円  １，７６０円 

３０日 ５１，８４０円 １３，１１０円 ５１，０００円 

３１日 ５３，５６８円 １３，５４７円 ５２，７００円 

【自己負担限度額（日額）】  ※但し、一定額を超える預貯金等ある場合は対象外になる場合あり 

利用者負担段階 日 数 
居 住 費 

食 費 
従来型個室 多 床 室 

第１段階 

 １日    ５５０円     ０円    ３００円 

３０日 １６，５００円     ０円  ９，０００円 

３１日 １７，０５０円     ０円  ９，３００円 

第２段階 

 １日    ５５０円    ４３０円    ３９０円 

３０日 １６，５００円 １２，９００円 １１，７００円 

３１日 １７，０５０円 １３，３３０円 １２，０９０円 

第３段階  

① 

 １日  １，３７０円    ４３０円    ６５０円 

３０日 ４１，１１０円 １２，９００円 １９，５００円 

３１日 ４２，４７０円 １３，３３０円 ２０，１５０円 

② 

 １日  １，３７０円    ４３０円  １，３６０円 

３０日 ４１，１１０円 １２，９００円 ４０，８００円 

３１日 ４２，４７０円 １３，３３０円 ４２，１６０円 

＊１：このほか、特別な室料がかかる場合があります。 

＊２：但し、介護保険負担限度額認定証の提示が必要です。 

 

 ☆令和 6年 8月 1日より、居住費がそれぞれ 1日あたり 60円引き上げられました。 

ただし、第 1段階多床室については据え置かれます。 
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ウ）各種加算等（１割負担の場合）   ※２～３割負担の方は、それぞれ２～３倍となります。 

加算種類 内容 加算目安(自己負担) 

1 初期加算 入所した日から起算して３０日以内の期間について １日につき３０円 

2 外泊時費用 居宅における入所者が外泊を行った場合 

（１月に６回を限度として） 

１日につき所定単価

に代えて３６２円 

3 他科診療費 入所者が他医療機関において診療した場合 

（１月に４日を限度として） 

１日につき所定単価

に代えて３６２円 

4 協力医療機関連携

加算 

施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力

医療機関との連携の下でより適切な対応を行う体制

を確保する。 

１月につき１００円 

医療機関がすべての条件

を満たす場合 

それ以外の場合は５円 

5 科学的介護推進体制

加算（Ⅰ） 

入所者ごとの ADL 値、栄養状態、口腔機能、認知症の

状況、その他心身の状況等に係る基本的な情報を 3 ヶ

月に 1 回厚生労働省に提出している 

１月につき４０円 

6 退所時情報提供加算

（Ⅰ） 

居宅へ退所する際、退所後の主治医に対して入所者の

同意を得て心身の状況、生活歴等の情報を提供。 

1人につき１回限り 

５００円 

7 退所時情報提供加算

（Ⅱ） 

医療機関へ退所する際、医療機関に対して入所者の同

意を得て心身の状況、生活歴等の情報を提供。 

1人につき１回限り 

２５０円 

8 理学療法、作業療法、

言語聴覚療法にかか

る加算  

医師と共同し、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施計画を入所者またはそ

の家族等に説明し、継続的にﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの質を管理す

る 

１月につき３３円 

9 安全対策体制加算 

  

運営基準における事故の発生または再発を防止する

ための措置が講じられている 

入所日１回２０円 

10 栄養マネジメント

強化加算 

医師、管理栄養士、看護師等が共同して作成した栄養

ケア計画に従い食事の調整等を実施 

１日につき１１円 

11 療養食加算 医師の指示箋に基づく療養食(＊)を提供した場合 

＊糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓

病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、

経管栄養のための濃厚流動食、及び特別な場合の検査食 

１食につき６円 

12 退所時栄養情報連

携加算 

管理栄養士が、退所先の医療機関等に対して、当該者

の栄養管理に関する情報を提供する。 

１月につき１回を限度

として７０円 

13 再入所時栄養連携

加算 

再入所時、上記にある療養食が必要な者に対し、当該

施設の管理栄養士が、医療機関の管理栄養士と連携し

て、二次入所後の栄養ケア計画を作成する。 

１回につき２００円 

14 口腔衛生管理加算

（Ⅰ） 

 

口腔内の健康保持を図るよう管理体制を整備し、入所

者に応じて歯科医師、または歯科医師の指示を受けた

歯科衛生士が入所者の口腔ケアに係る技術的助言及

び指導等を年２回以上行う。 

また、入所者毎に施設入所時及び入所後月に１回程度

の口腔の健康状態の評価を行う。 

１月につき９０円 
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15 経口維持加算(Ⅰ) 経口による食事摂取で誤嚥が認められる方を対象に、

多職種が共同し経口摂取を維持できた場合 

１月につき４００円 

16 自立支援促進加算 医師が自立支援に必要な医学的評価を入所時に行う

と共に、少なくとも 3ヶ月に 1回評価の見直しを行う。

それに基づき 3 ヶ月に 1 回支援計画の見直しを行う。 

１月につき２８０円 

17 生産性向上推進 

体制加算（Ⅱ） 

 

入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職

員の負担軽減のための必要な施策を講じ、見守り機器

等のテクノロジーを１つ以上導入している。 

１月につき１０円 

18 高齢者施設等感染

対策向上加算（Ⅱ） 

施設内で感染者が発生した場合に、感染者の対応を行

う医療機関との連携の上で施設内での療養を行う。 

１月につき５円 

19 サービス提供体制

強化加算（Ⅲ） 

介護職員のうち、①介護福祉士が５０％以上②常勤職

員７５％以上③勤続７年以上３０％以上のいずれか

が配置されている場合 

１日につき６円 

20 介護職員等処遇改

善加算（Ⅱ） 

厚生労働大臣基準の全てに適合している施設が、入所

者にｻｰﾋﾞｽを行った場合（※令和 6 年 6 月から） 

所定単位数に 4.7 %を

乗じた単位数 

21 夜間勤務等看護加

算Ⅳ 

夜勤看護、介護職員を 20：1 以上配置している場合 １日につき７円 

22 緊急時特定診療費 

(1)緊急時治療管理 

病状が重篤となり、救命救急医療が必要となる場合に

おいて緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、

処置等を行った場合（1 ヶ月に 1 回、連続する 3 日間） 

1 日につき５１８円 

23 特別診療費 

 初期入所診療管理 

 

医師、看護師等の共同により診療計画が策定されてい

る場合 

１回につき２５０円 

 褥瘡対策指導管理

（Ⅰ） 

施設全体で褥瘡対策を行っている場合、及び日常生活

自立度が B 以上の方のみ 

１日につき６円 

 褥瘡対策指導管理

（Ⅱ） 

入所時の評価結果、褥瘡発生ﾘｽｸがあるとされた入所

者について褥瘡の発生がない場合 

１月につき１０円 

 感染対策指導加算 施設全体で感染対策を行っている場合 １日につき６円 

 新興感染症等施設

療養費 

新興感染症のパンデミック発生時において、施設内で

感染者の対応を行う場合、必要な感染対策や医療機関

との連携の上で施設内での療養を行う。 

１日につき２４０円 

 薬剤管理指導 

 

薬剤師が医師の同意を得て、薬剤指導記録に基づき、

直接服薬指導を行った場合。 

１回につき３５０円 

＊週１回、月４回まで 

 入所者の服薬情報を厚生労働省に提出している場合 

 

１月につき２０円 

＊１月の最初の算定時 

 重度療養管理  

 

・常時頻回の喀痰吸引の実施 

・重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時ﾓﾆﾀｰ測定

を実施 

・直腸の機能障害かつｽﾄｰﾏの処置を実施している場合 

※但し、要介護度 4 または 5 に該当する方のみ 

１日につき１２３円 
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 理学療法(Ⅰ)個別 常勤の理学療法士、作業療法士が勤務している場合 １回につき１２３円 

 短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮ

ﾝ加算 

入所日から 3 ヶ月以内の期間、個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ計画の

下、20 分以上の個別ﾘﾊﾋﾞﾘを実施した場合 

１日につき２４０円 

 医 学 情 報 提 供 料

(Ⅰ) 

他医療機関での診療の必要性を認めて診療の状況を

示す文書を添えて紹介を行った場合 

１回につき２２０円 

 

※日常的な医療とは別に必要になった特別な医療については、医療保険の対象となります。 

 辰元病院で行う胃瘻交換、酸素投与が必要な方への酸素投与も該当します。 

その場合は医療保険における自己負担額をお支払いいただきます。 

また、他医療機関受診による治療もこれに該当します。     

 

エ）その他の経費、入所者負担となるもの               令和 7 年 4 月 1 日改定           

                                      （税込価格）  

特別な室料 1 日 特別室：３，３００円 個室：１，６５０円 

洗濯代 1 月 ６，６００円（委託した場合） 

＊月途中の場合は日割り計算となります。 

オムツ、紙パンツ代 

＊原則不要 

外出、外泊時等に施設外で使用する場合のみ。 

・紙オムツ 1 枚 154 円・紙パンツ 1 枚 121～132 円・尿取りﾊﾟｯﾄ 1 枚 39～55 円 

日常生活品の購入 購入依頼のあった品物を購入するのに要した金額の実費 

特別な食事 要した費用の実費 

予防接種 地方自治体が定めた額（インフルエンザワクチン、肺炎球菌ワクチン等） 

各種診断書 ３，３００～６，６００円／１枚 

※介護医療院は介護保険給付での入所施設です。医療保険の入院ではないので、

入院給付金等の適応にならない場合もあります。 

お看取り時に係る料金 ・死亡診断書 ５，５００円 

・処置代：エンゼルセット ５，５００円 

・お寝間着（浴衣） ２，７５０円 
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重要事項説明書、及びサービス提供に伴う利用者負担、 

                 及び個人情報取扱いにかかる同意書 

 

みやざき介護型医療院サービスの提供の開始に際し、書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

説明者職種  相談員 ・ 介護支援専門員   氏名   白木 多恵    印 

 

 

医療法人社団 高信会 みやざき介護医療院 

施設長 辰元 信 殿 

 

みやざき介護医療院のサービスを利用(入所)するに当たり、重要事項説明書を受領し、これら

の内容に関して書面に基づいて説明を受けました。その内容を十分に理解した上で同意し、入所

を希望いたします。 

また、施設の定める料金についての説明も受け、十分に理解し支払うことに同意いたします。

その他、個人情報利用について定める範囲で利用されることについても説明を受け、十分に理解

し同意いたします。 

 

令和  年  月  日 

 

（入所者）契約者氏名                印 

契約者住所                  

電 話 番 号                  

 

保証人氏名                印 

続 柄                  

保証人住所                  

電 話 番 号                  

 

保証人氏名                印 

続 柄                  

保証人住所                  

電 話 番 号                  


